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日
本
を
リ
ー
ド
す
る
都
市 

と
し
て
、 

特
別
な
役
割
を 

期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

指
定
都
市
と
は
、「
地
方
自
治
法

第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
政
令
で
指
定
さ
れ
る

人
口
五
十
万
人
以
上
の
市
」
で
す
。

「
政
令
市
」「
政
令
指
定
都
市
」
の
通

称
も
あ
り
ま
す
が
、
法
律
上
の
正
式

名
称
は
「
指
定
都
市
」
で
す
。

　

現
在
は
全
国
に
二
十
の
指
定
都
市

が
あ
り
ま
す
。
指
定
都
市
に
居
住
す

る
人
口
は
、日
本
全
体
の
二
一・七
％
、

日
本
に
暮
ら
す
五
人
に
一
人
は
指
定

都
市
の
住
民
な
の
で
す
。

　
─
─
指
定
都
市
の
特
徴
は
、
人
口

の
多
さ
だ
け
で
す
か
？

　

一
般
の
市
町
村
に
は
な
い
さ
ま
ざ

ま
な
特
例
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
道
府
県
に
代
わ
っ
て
道

路
を
管
理
し
た
り
、
独
自
の
都
市
計

画
を
策
定
す
る
こ
と
な
ど
で
す
。

　
─
─
な
ぜ
、
こ
う
し
た
特
例
が
認

め
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
？

　

都
市
圏
に
お
け
る
中
枢
都
市
と
し

て
、
地
域
全
体
を
活
性
化
す
る
牽
引

役
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る

か
ら
で
す
。

　

ま
た
待
機
児
童
や
高
齢
者
の
増
加

と
い
っ
た
課
題
に
対
し
、
他
に
先
駆

け
て
政
策
を
打
ち
出
し
て
い
ま
す
。

「
指
定
都
市
は
日
本
の
縮
図
で
あ
る
」

と
言
わ
れ
ま
す
が
、
だ
か
ら
こ
そ
い

ち
早
く
足
元
の
課
題
解
決
に
取
り
組

み
、
パ
イ
オ
ニ
ア
と
な
っ
て
い
く
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
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タレント

国
に
対
し
て
、 

政
策
提
案
や
意
見
表
明
を 

し
て
い
ま
す
。

　

指
定
都
市
市
長
会
と
は
、
二
十
の

指
定
都
市
が
連
携
し
て
、
日
本
の
大

都
市
行
政
を
円
滑
に
推
進
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
た
組
織
で
す
。

　

活
動
の
中
心
は
、
国
に
対
す
る
政

策
提
案
や
意
見
表
明
で
す
。
地
方
分

権
や
地
方
創
生
の
推
進
、
地
方
の
課

題
を
解
決
す
る
た
め
の
予
算
編
成
な

ど
に
つ
い
て
、
指
定
都
市
の
声
を
積

極
的
に
国
に
伝
え
て
い
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、
安
倍
内
閣
が
策
定
す

る
い
わ
ゆ
る「
骨
太
の
方
針
二
○
一
七
」

に
対
す
る
意
見
書
を
今
年
五
月
に
提

出
し
、
会
長
を
務
め
る
林
文
子
横
浜

市
長
が
菅
義
偉
官
房
長
官
に
直
接
お

会
い
し
て
、
会
の
考
え
を
お
伝
え
し

ま
し
た
。
ま
た
、
高
市
早
苗
総
務
大

臣（
当
時
）と
の
懇
談
会
で
意
見
交
換

を
し
た
り
、
各
政
党
へ
の
要
請
活
動

も
行
な
っ
て
い
ま
す
。

近
い
指
定
都
市
が
、
直
接
、
学
校
ご

と
の
実
情
や
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
て
ク

ラ
ス
の
人
数
の
基
準
を
決
め
た
り
、

少
人
数
教
育
や
不
登
校
対
応
等
の
た

め
に
教
職
員
を
増
員
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
─
─
そ
れ
は
い
い
こ
と
で
す
ね
。

た
と
え
同
じ
県
内
で
も
、
地
域
に
よ

っ
て
事
情
は
違
う
わ
け
で
す
か
ら
。

　

そ
も
そ
も
地
方
自
治
制
度
の
原
則

は
、「
住
民
に
最
も
身
近
な
市
町
村

が
一
番
大
き
な
権
限
を
持
つ
べ
き
」

と
い
う
考
え
で
す
。た
だ
実
際
は
、道

府
県
が
強
い
権
限
を
持
ち
、
担
当
す

行
政
は
解
消
さ
れ
、
税
財
源
も
公
平

に
配
分
さ
れ
ま
す
。

　

そ
う
す
れ
ば
、
今
の
指
定
都
市
に

住
む
市
民
の
利
便
性
が
向
上
す
る
の

は
も
ち
ろ
ん
、
特
別
自
治
市
が
活
性

化
す
る
こ
と
で
、
そ
の
効
果
は
周
辺

地
域
に
も
波
及
し
ま
す
。
各
地
域
が

元
気
で
魅
力
的
に
な
れ
ば
、
人
口
の

流
出
を
食
い
止
め
て
東
京
一
極
集
中

を
是
正
し
、地
方
を
含
め
た
日
本
全

体
で
成
長
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

　

こ
れ
か
ら
の
日
本
を
引
っ
張
っ
て

い
く
エ
ン
ジ
ン
に
な
り
た
い
。
そ
れ

が
指
定
都
市
市
長
会
の
目
標
で
す
。

　
─
─
な
る
ほ
ど
、
国
と
地
方
の
パ

イ
プ
役
を
果
た
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。

　

国
へ
の
提
言
を
よ
り
良
い
も
の
に

す
る
た
め
、
指
定
都
市
二
十
市
の
市

長
が
集
ま
る
会
議
を
開
催
し
た
り
、

課
題
ご
と
に
部
会
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

を
立
ち
上
げ
て
調
査
・
研
究
も
行
な

い
ま
す
。
現
在
は
「
子
育
て
に
優
し

い
社
会
実
現
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
、

「
観
光
先
進
国
実
現
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

を
立
ち
上
げ
活
動
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
近
年
力
を
入
れ
て
い
る
の

が
、
大
規
模
災
害
へ
の
対
応
で
す
。

指
定
都
市
市
長
会
で
は
、
東
日
本
大

震
災
で
の
経
験
を
踏
ま
え
て
、
平
成

二
十
五
年
十
二
月
に
全
指
定
都
市
が

一
丸
と
な
っ
て
被
災
地
支
援
に
取
り

組
む
た
め
の
行
動
計
画
を
作
り
ま
し

た
。

　

昨
年
の
熊
本
地
震
で
は
、
各
指
定

都
市
か
ら
約
二
万
人
の
人
員
を
現
地

に
送
り
、
物
的
支
援
も
行
な
い
ま
し

た
。
こ
れ
ら
の
活
動
は
、
国
と
被
災

地
の
両
方
か
ら
高
く
評
価
さ
れ
ま
し

た
。

　
─
─
指
定
都
市
市
長
会
の
提
言
や

要
請
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
に
ど
ん

な
成
果
が
あ
り
ま
し
た
か
。

　

身
近
な
例
と
し
て
は
、
義
務
教
育

の
学
級
編
制
や
教
職
員
定
数
を
決
め

る
権
限
が
、
道
府
県
か
ら
指
定
都
市

に
移
さ
れ
ま
し
た
。
権
限
が
移
さ
れ

た
こ
と
で
、
道
府
県
よ
り
も
現
場
に

　指定都市という言葉は知っていましたが、その20の
都市が集まってそれぞれの地域の課題を話し合い、国に
働きかけていることは初めて知りました。
　20の指定都市が「点」でバラバラに存在しているの
ではなく、お互いに連携し、「線」や「面」として大き
な力を発揮している。しかも私たちに近い基礎自治体と
いう立場だからこそ、市民の代弁者として国に訴えるも
のがあるし、提言が持つ影響力も大きいのでしょうね。

　指定都市市長会の活動は、教育や子育て、防災などと
いった、私たちの生活に身近な問題に深く関わっている
ことなので、これからもその取組に注目していきたいと
思いました。
　今後はどの地域も人口減少という大きな課題に直面す
ることになりますが、指定都市が力を合わせてそれを乗
り越えるための施策をどんどん実行して、日本全体を盛
り上げてください!

る
仕
事
も
広
範
囲
に
わ
た
り
ま

す
。
そ
の
弊
害
と
し
て
、
市
と

県
の
間
で
二
重
行
政
が
生
じ
た

り
、
指
定
都
市
の
仕
事
量
に
見

合
う
税
源
が
措
置
さ
れ
な
い
と

い
う
問
題
も
起
き
て
い
ま
す
。

　
─
─
そ
の
問
題
を
解
決
す
る

方
法
は
な
い
の
で
す
か
？

　

そ
の
た
め
に
今
、
指
定
都
市

市
長
会
が
提
案
し
て
い
る
の
が

「
特
別
自
治
市
」
な
ど
多
様
な

大
都
市
制
度
の
早
期
実
現
で
す
。

「
特
別
自
治
市
」と
は
、
現
在

道
府
県
が
行
な
っ
て
い
る
事
務

を
す
べ
て
特
別
自
治
市
が
受
け

持
ち
、
そ
れ
に
見
合
う
税
財
源

も
移
管
し
て
、
自
立
し
た
都
市

行
政
を
行
な
う
制
度
で
す
。
特

別
自
治
市
を
設
け
れ
ば
、
二
重

指定都市は全国20都市。こ
のうち最も人口が多いのは横
浜市で、約370万人が居住
する。指定都市制度が発足し
たのは昭和31年で、当初は
横浜市・名古屋市・京都市・
大阪市・神戸市の５都市でス
タート。最も新しい指定都市
は平成24年に指定された熊
本市。

「政令市」や「政令指定都市」という言葉は多くの人が耳に
しているが、どんな市がそれにあたるのか、また普通の市
と何が違うのか、きちんと説明できる人は少ないのでは
ないだろうか。そこで本企画では、政治に詳しく、最近で
は各地の地方議会も見学しているという、知性派タレン
トの春香クリスティーンさんをナビゲート役として、指定
都市の役割や「指定都市市長会」についてレポートする。

知っているようで知らない
「指定都市」の役割

特別レポート

指定都市
市長会とは？

春香クリスティーンさんと学ぶ

「指定都市」とは？

札
幌
市

仙
台
市

千
葉
市

さ
い
た
ま
市

川
崎
市

横
浜
市

堺
市

静
岡
市

相
模
原
市

浜
松
市

名
古
屋
市

大
阪
市

京
都
市

神
戸
市

岡
山
市

広
島
市北

九
州
市

福
岡
市

新
潟
市

熊
本
市

指定都市って、
普通の市と
どう違うん
ですか？

「指定都市市長会」の役割を初めて知りました!

　今年７月11日、指定都市市長会
は都内において、市長会議および
総務大臣と指定都市市長との懇談
会を開催し、地方分権の推進や地
方創生の実現に向けた活発な意見
交換が行なわれた。
　懇談会では、林会長から高市早
苗総務大臣（当時）に、指定都市市
長会からの要請書が手渡された。
この要請書には「地方分権改革の
推進と多様な大都市制度の早期実
現」「大都市財源の拡充強化」「大規模災害に備えた体制作り」などの項目が盛り込まれて
おり、国と地方が一体となって、一層強力に地方創生を推進していくことを求めている。

「指定都市市長会」って、
どんな活動を
しているの？

指定都市市長会について、より詳しくはホームページ（http://www.siteitosi.jp）をご覧ください。


